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 １．登録基準 
 

   《ハード》  ・床面積は原則25㎡以上 ・構造・設備が一定の基準を満たすこと 

          ・バリアフリー（廊下幅、段差解消、手すり設置） 
 

   《サービス》   ・サービスを提供すること （少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供） 

            ［サービスの例：食事の提供、清掃・洗濯等の家事援助 等］ 
 

   《契約内容》 ・長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないなど、居住の安定が図られた契約で
あること 

           ・敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと 

         ・前払金に関して入居者保護が図られていること 

   （初期償却の制限、工事完了前の受領禁止、保全措置・返還ルールの明示の義務付け） 

24時間対応の訪問看護・介護 

 「定期巡回随時対応サービス」の活用→介護保険法改正により創設 

高齢者の居住の安定確保に関する法律（改正法：公布 H23.4.28／施行H23.10.20） 

登録戸数：126,803戸 
（平成25年9月30日現在） 

【併設施設】 

診療所、訪問看護ステーション、 

ヘルパーステーション、 

デイサービスセンター  など 
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 ２．登録事業者の義務 
   ・契約締結前に、サービス内容や費用に

ついて書面を交付して説明すること 

   ・登録事項の情報開示 

   ・誤解を招くような広告の禁止 

   ・契約に従ってサービスを提供すること 

 ３．行政による指導監督 
   ・報告徴収、事務所や登録住宅への立入検査 

   ・業務に関する是正指示 

   ・指示違反、登録基準不適合の 

    場合の登録取消し 

サービス付き高齢者向け住宅 

住み慣れた環境で 

必要なサービスを受けながら 

暮らし続ける 

（※有料老人ホームも登録可） 

（1）サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の概要 
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○金沢市におけるサービス付き高齢者住宅の登録数のうち開設済の状況は、20物件、650戸となっている。 

平成25年10月1日時点 

（２）サービス付き高齢者向け住宅の登録状況の推移（金沢市） 



■法人種別等
実数 割合

医療法人 1 5.0%
社会福祉法人 5 25.0%
株式会社 9 45.0%
有限会社 4 20.0%
NPO法人 0 0.0%
各種組合 0 0.0%
その他 0 0.0%
個人 1 5.0%
合計 20

医療法人, 

5.0%

社会福祉

法人, 
25.0%

株式会社, 

45.0%

有限会社, 

20.0%

個人, 5.0%

■主な業種
実数 割合

介護系事業者 11 55.0%
医療系事業者 3 15.0%
不動産業者 4 20.0%
建設業者 1 5.0%
ハウスメーカー 0 0.0%
その他 1 5.0%
合計 20

介護系事業者, 

55.0%

医療系事業者, 

15.0%

不動産業者, 

20.0%

建設業者, 5.0%

その他, 5.0%

○法人等種別では、株式会社（45.0%）、社会福祉法人（25.０%）、有限会社（20.0%）医療法人（5.0%） 
で全体の9割強を占める。 
○主な業種としては、介護系事業者が５割を占め、次いで不動産業者（20.0%）医療系事業者（15.0%）、 
建設業者（5.0%）となっている。 

平成25年10月1日時点 

（３）サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者（金沢市） 
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■住宅戸数
実数 割合

10戸未満 1 5.0%
10戸以上20戸未満 4 20.0%
20戸以上30戸未満 5 25.0%
30戸以上40戸未満 3 15.0%
40戸以上50戸未満 3 15.0%
50戸以上 4 20.0%
合計 20

平均戸数 32.5 戸

10戸未満, 5.0%

10戸以上20戸

未満, 20.0%

20戸以上30戸

未満, 25.0%

30戸以上40戸

未満, 15.0%

40戸以上50戸

未満, 15.0%

50戸以上, 

20.0%

○住宅戸数では、「20戸以上30戸未満（25.0%）」「50戸以上（20.0%）」が多いが、全体の8割が50
戸未満である。 

平成25年10月1日時点 

（４）サービス付き高齢者住宅の戸数（金沢市） 
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実数 割合 実数 割合
状況報告・生活相談サービス 20 100.0% - -
食事の提供 19 95.0% 1 5.0%
入浴等の介護サービス 19 95.0% 1 5.0%
調理等の家事サービス 15 75.0% 5 25.0%
健康維持増進サービス 16 80.0% 4 20.0%

提供する 提供しない

○状況把握・生活相談サービス以外に、95.0%の物件において「食事の提供サービス」、「入浴等の介護
サービスが提供される。 
○調理等の家事サービス、健康の維持増進サービスについては、概ね７割を超える物件において提供される。 
○状況把握・生活相談サービスのみを提供する物件は、1件（5.0％）である。 

平成25年10月1日時点 

（５）サービス付き高齢者向け住宅において提供されるサービス（金沢市） 

5 



■常駐する者＇複数回答（
対象物件数20件を母数に算出

実数 割合
社会福祉法人の職員 5 25.0% 0.25
自らの設置する住宅を管理する医療法人の職員 2 10.0% 0.1
委託を受けてサービスを提供する社会医療法人の職員 0 -
居宅介護サービス事業者の職員 9 45.0% 0.45
ホームヘルパー２級以上の資格を有する者 15 75.0% 0.75

■提供時間

実数 割合
24時間常駐 19 95.0%
夜間は緊急通報サービスによる 1 5.0%

25.0%

10.0%

45.0%

75.0%

0% 20% 40% 60% 80%

社会福祉法人の職員

自らの設置する住宅を管理する医療法人

の職員

委託を受けてサービスを提供する社会医療

法人の職員

居宅介護サービス事業者の職員

ホームヘルパー２級以上の資格を有する者

24時間常駐, 

95.0%

夜間は緊急通報

サービスによる, 
5.0%

○常駐する者は、ホームヘルパー２級以上の資格を有する者（75.0%）が最も多く、次いで居宅介護サー
ビス事業者の職員（45.0%）が多い。 
○状況把握及び生活相談サービスの提供時間は、24時間常駐が9割強を占める。 

平成25年10月1日時点 

（６）状況把握・生活相談サービス（金沢市） 
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■併設施設の有無
実数 割合

なし 3 15.0%
1件 9 45.0%
2件 8 40.0%
3件以上 0 0.0%
合計 20

■併設施設の種類
対象物件20件を母数に算出

実数 割合
通所介護事業所 9 45.0%
訪問介護事業所 8 40.0%
居宅介護支援事業所 6 30.0%
小規模多機能型居宅介護事業所 0 0.0%
訪問看護事業所 1 5.0%
食事サービス施設 0 0.0%
診療所 0 0.0%
短期入所生活介護事業所 1 5.0%
グループホーム 0 0.0%
通所リハビリテーション事業所 0 0.0%
訪問リハビリテーション事業所 0 0.0%
短期入所療養介護事業所 0 0.0%

合計 20

なし, 15.0%

1件, 45.0%

2件, 40.0%

3件以上, 0.0%

45.0%
40.0%

30.0%

0.0%
5.0%

0.0% 0.0%
5.0%
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○全体の8割強が併設の介護保険事業所を有している。 
○併設の介護保険事業所の種類は、通所介護事業所（45.0%）、訪問介護事業所（40.0%）、居宅介護支援事業所
（30.0%）が多い。 

平成25年10月1日時点 

（７）サービス付き高齢者向け住宅と併設される高齢者居宅生活支援事業を行う施設
（金沢市） 
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（8）サービス付き高齢者向け住宅の入居者について 

要介護１, 
21.6% 

要介護２, 
16.6% 

要介護３, 
14.0% 要介

護４, 
7.0% 要介護５, 3.7% 

要介護認定外, 
37.2% 

○金沢市内のサービス付き高齢者住宅のうち、物件（ｎ＝14）ごとの要介護認定者の割合は、12％～100％
で、物件全体としては62％となっている。制度上は同じサービス付き高齢者住宅であっても、個別の住宅に
よって機能が多様化しているものと考えられる。 
○入居者の要介護度等の範囲は、『要介護１』、『要介護２』、『要介護３』が多く、入居者全体としての平
均要介護度は、1.43となっている。 

平成25年4月1日時点 

【要介護度等】＇平均要介護度1.43（ 
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要介護１ 65 21.6%
要介護２ 50 16.6%
要介護３ 42 14.0%
要介護４ 21 7.0%
要介護５ 11 3.7%
要介護認定外 112 37.2%
入居者数計 301 100.0%

【平成25年4月1日時点＇金沢市調べ（】 ※要介護認定外には、要支援１、要支援２といった要支援認定者を含む 



○有料老人ホームの施設ごとの種別割合では、住宅型（90.0%）、介護付き（10.0%）となっており、住宅型
が9割を占めるが、定員数での割合は、住宅型（75.8%）、介護付き（24.2%）と住宅型が7割強と比率が低下
する。 

平成25年10月1日時点 

■有料老人ホーム種別＇施設数（
種　　　別 施設数 割合

介護付有料老人ホーム 4 10.0%
住宅型有料老人ホーム 36 90.0%

合　　　計 40

介護付有料老

人ホーム, 
10.0%

住宅型有料老

人ホーム, 
90.0%

■有料老人ホーム種別ごとの定員数
種別 定員数 割合

介護付有料老人ホーム 497 24.2%
住宅型有料老人ホーム 1,558 75.8%

合　　　計 2,055
介護付有料老

人ホーム
24.2%

住宅型有料老

人ホーム
75.8%
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（9）有料老人ホームの種別（金沢市） 

介護付有料老人ホーム：介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。 
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活
介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能 
住宅型有料老人ホーム：生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施
設。介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等
の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続す
ることが可能。 



（10）有料老人ホームの種別ごとの推移（金沢市） 
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入居定員数推移 



○法人等種別では、株式会社（82.5%）、有限会社（12.5%）で全体の9割強を占めている。 

平成25年10月1日時点 

■有料老人ホームの定員数別
法人種別 実数 割合
株式会社 33 82.5%
社団法人 1 2.5%
有限会社 5 12.5%
個人 1 2.5%
合計 40

株式会社, 

82.5%

社団法人, 2.5%
有限会社, 

12.5%

個人, 2.5%
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（11）有料老人ホーム事業を行う者（金沢市） 



○定員数では、「20人以上29人未満、30人以上39人未満（17.５%）」「40人以上49人未満、70人以上
79人未満（15.0%）」が多いが、全体の7割が59人未満である。 

平成25年10月1日時点 

■有料老人ホームの定員数別
定員数 件数 割合
10人未満 1 2.5%
10人～19人 3 7.5%
20人～29人 7 17.5%
30人～39人 7 17.5%
40人～49人 6 15.0%
50人～59人 5 12.5%
60人～69人 0 0.0%
70人～79人 6 15.0%
80人～89人 1 2.5%
90人～99人 2 5.0%
100人以上 2 5.0%
合計 40

10人未満, 2.5% 10人～19人, 
7.5%

20人～29人, 
17.5%

30人～39人, 
17.5%

40人～49人, 
15.0%

50人～59人, 
12.5%

60人～69人, 
0.0%

70人～79人, 
15.0%

80人～89人, 
2.5%

90人～99人, 
5.0%

100人以上, 
5.0%
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（12）有料老人ホームの定員別（金沢市） 



  

＜参考＞  

１．第５期介護保険事業計画での実施見込み 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 

１８９保険者 
＇０．６万人／日（ 

２８３保険者 
＇１．２万人／日（ 

３２９保険者 
＇１．７万人／日（ 

２．社会保障と税の一体改革での今後の利用見込み 

平成27年度 平成37年度 

１万人／日 １５万人／日 

月                                                                                                                                               

火                                                                                                       

水                                                                                                                                               

木                                                                                                           

金                                                                                                                                               

土                                                                                                                                               

日                                                                                                                                                 

6時 

水分補給 
更衣介助 

排せつ介助 
食事介助 
体位交換 

排せつ介助 
食事介助 

0時 2時 4時 8時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 

通所介護 

通所介護 

  
定期巡
回 

  
随時訪
問 

  
訪問看
護 

オペレーター 

随時対応 
利用者からの通報により、 
電話やICT機器等による応対・
訪問などの随時対応を行う 

通報 

定期巡回型訪
問 

定期巡回型訪問 

訪問介護と訪問看護が一体的
又は密接に連携しながら、 
定期巡回型訪問を行う 

＜定期巡回・随時対応サービスのイメージ＞ 

＜サービス提供の例＞ 

・日中・夜間を通じてサービスを受ける
ことが可能 

・訪問介護と訪問看護を一体的に受け
ることが可能 

・定期的な訪問だけではなく、必要なと
きに随時サービスを受けることが可能 

夜間・深夜の対応は日中と比べて尐なく、

利用者からのコールも尐ない。＇イメージ

が実態と大きく異なっていることが多い。（ 
 

【三菱UFJリサーチ＆コンサルティング調査より】 

参入していない事業者は、 
「夜間・深夜の対応が中心」 
「コール対応が中心」 等のイメージ 

実態は、 

体位変換 
水分補給 

（13）24時間対応の定期巡回・随時対応サービスについて 

○ 訪問介護などの在宅サービスが増加しているものの、重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を２４時間支える仕組み
が不足していることに加え、医療ニーズが高い高齢者に対して医療と介護との連携が不足しているとの問題がある。 

○ このため、①日中・夜間を通じて、②訪問介護と訪問看護の両方を提供し、③定期巡回と随時の対応を行う「定期巡回・随時
対応型訪問介護看護」を創設＇平成24年４月（。 

○ 2013年8月末現在では、161保険者＇市町村等（、325事業所が指定。利用者数は3,928人。 
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＜金沢市：平成25年9月1日現在＞ 

 介護老人福祉施設＇特別養護老人ホーム（ 18施設 1,752人 
• 常に介護が必要で、在宅での介護が困難な方が利用します。 

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護＇29人以下の特別養護
老人ホーム（ 10施設 284人 
• 常に介護が必要で、在宅での介護が困難な方が利用します。 

 介護老人保健施設＇老人保健施設（ 11施設 1,309人 
• 病状が安定し家庭に戻れるように、リハビリや看護を中心とする医療を受ける方が利
用します。 

 介護療養型医療施設＇介護職員が手厚く配置された病院（ 9施設 389人 
• 病状が安定しており、医療の必要性が高いなどの理由で長期間にわたる療養が必要
な方が入院します。 

 認知症対応型共同生活介護＇グループホーム（ 42施設 797人 
• 認知症の方が共同生活する住居において、食事や入浴などの介護サービスや機能訓
練が受けられます。 

 特定施設入居者生活介護 12施設 587人 
• 有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を行います。 

 

 

 

（14）施設・居住系サービス等について（介護保険を利用するもの） 
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＜金沢市：平成25年9月1日現在＞ 

 訪問介護＇ホームヘルプサービス（ 107事業者 
• ホームヘルパーが家庭を訪問し、介護や家事の援助を行います。 

 夜間対応型訪問介護 1事業者 
• 夜間における定期的な訪問介護員等の巡回または通報による訪問により、排せつの
介護、日常生活上の緊急時の対応などの介護サービスが受けられます。 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1事業者 
• 介護・看護が一体的にまたは密に連携したサービスで、日中・夜間を通じて１日複数回
の定期的な訪問と随時対応などの介護サービスが受けられます。 

 訪問看護 177事業者 
• 看護師などが家庭を訪問し、病状の観察や床ずれの手当などを行います。 

 訪問リハビリテーション 91事業者 
• 理学療法士などリハビリの専門職員が家庭を訪問し、機能訓練を行います。 

 訪問入浴介護 4事業者 
• 浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し、入浴サービスを行います。 

 

 

 

（15）自宅で利用するサービス等について（介護保険を利用するもの） 
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＜金沢市：平成25年9月1日現在＞ 

 通所介護＇デイサービス（ 172事業者 
• デイサービスセンターにおいて、食事や入浴などの介護サービスを日帰りで行います。 

 認知症対応型通所介護 10事業者 
• 認知症の方がデイサービスセンターにおいて、食事や入浴などの介護サービスや機
能訓練が日帰りで受けられます。 

 通所リハビリテーション＇デイケア（ 138事業者 
• 老人保健施設などにおいて、食事や入浴などの介護サービスや機能訓練を日帰りで
行います。 

 短期入所生活介護＇ｼｮｰﾄｽﾃｲ（ 35事業者 
• 短期間、特別養護老人ホームなどに宿泊して、日常生活上の介護を受けます。 

 短期入所療養介護＇ｼｮｰﾄｽﾃｲ（ 11事業者＇老健（   4事業者＇介護療養型（ 
• 短期間、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに宿泊して、介護やリハビリ
テーションを受けます。 

 小規模多機能型居宅介護 21事業者 
• 施設へ通い、または宿泊し、あるいは自宅へのホームヘルパーの訪問により、食事や
入浴などの介護サービスや機能訓練が受けられます。 

 

 

 

（16）施設に通ったり、宿泊するサービス等について（介護保険を利用するもの）                  
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＜地域包括ケアシステム＞ 
（人口１万人の場合） 

通院 

訪問介護 
・看護 

・グループホーム 
（17→37人分） 
・小規模多機能 
（0.22か所→２か所） 
・デイサービス など 

退院したら 

住まい 

自宅・ケア付き高齢者住宅 

老人クラブ・自治会・介護予防・生活支援 等 

生活支援・介護予防 

医療 
介護 

・在宅医療等 
（１日当たり 
 17→29人分） 
・訪問看護 
（１日当たり 
 31→51人分） 

・24時間対応の定
期巡回・随時対応
サービス（15人分） 

・介護人材
(219→ 
364～383人) 

通所 

在宅医療 
・訪問看護 

※地域包括ケアは、
人口１万人程度の
中学校区を単位と
して想定 

※数字は、現状は2012年度、目標は2025年度のもの 

改革のイメージ 

病気になったら 

・医療から介護への 
 円滑な移行促進 
・相談業務やサービス 
 のコーディネート 

元気でうちに 
帰れたよ 

亜急性期・回復
期リハビリ病院 

救急・手術など高度医療 

集中リハビリ 
→早期回復 

早期退院 

（人員１.6倍 
  ～2倍） 

急性期病院 

日
常
の
医
療 

・地域の病院、拠点病院、回復期病院の役割 
 分担が進み、連携が強化。 
・発症から入院、回復期、退院までスムーズ 
 にいくことにより早期の社会復帰が可能に 

包括的 
マネジメント 

  
  ・在宅医療連携拠点 
  ・地域包括 
   支援センター  
  ・ケアマネジャー 
  

かかりつけ医 

地域の連携病院 

■ 高度急性期への医療資源集中投入などの入院医療強化 
■ 在宅医療の充実、地域包括ケアシステムの構築 

どこに住んでいても、その人にとって適切な医
療・介護サービスが受けられる社会へ 

（17）在宅医療の充実、地域包括ケアシステムの構築 
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1（在宅医療関係者の連携強化＇在宅医療連携グループ・チームの整備等（ 
  ・在宅医療連携グループを、標準的な市町村の人口＇７～10万人程度（につき１カ所程度整備 

  ・在宅医療連携グループごとに、コーディネーター役を担う人材を養成 

  ・診療情報の共有化を進めるとともに、レスパイトケアを行う機関など地域の社会資源に関する情報を収集・整理 
 

2（医療従事者の意識改革と在宅医療を支える人材の確保 
  ・在宅医療に従事する看護師等の養成と資質の向上を図る。 

  ・病院に勤務する医師等の訪問診療の同行研修や在宅医療に関する講演会を行うなど、在宅医療に対する理解
を促進 

  ・在宅緩和ケアや終末期医療に関する理解と知識の向上を図る。 

  ・病院の地域連携室の関係者のネットワーク化を促進し、在宅を含めた円滑な退院調整を行う体制を構築する。 
 

3（住民への普及啓発 
  ・在宅医療に関する理解や知識を深めるため、講演会や寸劇の実施など住民に分かりやすい普及啓発を行う。 

  ・ＤＶＤなどにより、入院患者や通院が困難になりつつある患者、その家族に対して、そうした患者等に接する機会が多い病
院関係者や介護関係者による普及啓発を促進 

  ・終末期医療に対する正しい理解を得るため、住民向けの意見交換会を開催 

  ・在宅医療を行う者や介護者同士の交流を深める場を作る、介護者をサポートする体制作りを進める。 
 

4（認知症患者、末期がん患者などへの対応 
  ・在宅医療に携わる専門機関は、各地域の在宅医療連携グループと連携し、認知症患者や末期がん患者などの在宅での

生活を目指した研修会などを開催するなど、在宅医療を支える人材の養成を支援 

  ・嚥下障害への対応は、歯科医や栄養士等の多職種が連携してサポートを行う必要があるため、嚥下障害に関わる関係機
関のネットワークづくりを推進 

  ・無菌調剤室の共同利用を促進 

  ・５疾病５事業の地域連携を進めるに際しては、脳卒中の地域連携では、特に回復期から生活期への地域連携パスを活用
した連携の強化に取り組むほか、糖尿病の地域連携では、介護施設関係者の糖尿病に対する理解を深めるための研修
会の開催などに取り組むなど、医療と介護との連携や在宅への復帰に重点を置きながら推進する。 

（18）第６次石川県医療計画（抄） 

①在宅医療の推進に向けた対策 
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指標名 指標説明 現状値 目標値 備考（各圏域の現状値） 

在宅療養支援診療所数 
在宅医療提供体制の充実度を
示す指標 

145(H24) 増加 

増加南加賀 29 
石川中央  93 
能登中部  20 
能登北部   3 

訪問看護事業所数 
訪問看護事業所数在宅医療提
供体制の充実度を示す指標 

81(H24） 増加 

  

指標名 指標説明 現状値 目標値 備考（各圏域の現状値） 

在宅医療連携グループ数 
在宅医療連携体制の充実を反映
した指標 

9（H24） 増加 

南加賀  2 
石川中央 5 
能登中部 2 
能登北部 0 

指標名 指標説明 現状値 目標値 備考（各圏域の現状値） 

訪問診療を受けた患者数 在宅医療の普及度を示す指標 
29,710
（H24） 

増加 
  

南加賀       5,014 
石川中央  18,219 
能登中部    4,155 
能登北部    2,322 

なお、数値目標は、平成25年度からの計画から設定された。 

③ 成果（アウトカム指標） 

② 提供の方法、手順（プロセス指標） 

① 体制の構築（ストラクチャー指標） 

（19）第６次石川県医療計画における在宅医療体制を評価するための数値目標 
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区   分 

Ｈ20 Ｈ23 

診療所数 （人口10万人対） 診療所数 （人口10万人対） 

全   国 11,260 8.8  13,506 10.6 

石川県 117 10.0  158 13.6 

金沢市 44 9.6  62 13.4 

○在宅療養支援診療所数は、全国より金沢市が1.26倍（人口10万人対）整備されており、在宅療養の体制
整備が進められている。 

（医療施設調査） 

（20）在宅療養支援診療所数の推移 

※在宅療養支援診療所の要件 
○ 当該診療所において、24時間連絡を受ける医師又は看護職員を配置していること 
○ 当該診療所において、又は他の保険医療機関の保険医との連携により、当該診療所を中心として、患家の求
めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保していること 
○ 当該診療所において、又は他の保険医療機関、訪問看護ステーション等の看護職員との連携により、患家の
求めに応じて、当該診療所の医師の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保していること 
○ 当該診療所において、又は他の保険医療機関との連携により他の保険医療機関内において、在宅療養患者の
緊急入院を受け入れる体制を確保していること 
○ 医療サービスと介護サービスとの連携を担当する介護支援専門員(ケアマネジャー等)と連携していること 

20 



21 

（21）石川県における在宅医療の提供体制（訪問診療を実施している診療所） 



在宅医療連携拠点 
＇在宅療養支援病院・在宅療養支援診療所・訪問看護ステー
ション・医師会等（ 

【背景】 

○ 国民の６０％以上が自宅での療養を望んでいる。 

○ 特に都市部において急速な高齢化が進展しており、死亡者数は、2040年にかけて今よりも約40万人増加。 

【在宅医療・介護における課題】 

○ 在宅医療を推進するには、関係する機関が連携し、医療と介護のサービスが包括的かつ継続的に提供されることが

重要。しかし、これまで、医療側から働きかけての連携の取り組みが十分に行われてきたとはいえない。 

【事業の概要】 

○ 在宅医療を提供する機関等を連携拠点として、多職種協働による在宅医療の支援体制を構築し、医療と介護が連
携した地域における包括的かつ継続的な在宅医療の提供を目指す。 

                      【24年度要求額 ：１８０４百万円 】 

平成２３年度   １０カ所 
平成２４年度 １０５カ所 

２４時間連携体制、チーム医療提供 

 連携拠点に配置されたケアマネジャーの資格を
持つ看護師等と医療ソーシャルワーカーが地域
の医療・介護を横断的にサポートすることで、病
気をもちながらも住み慣れた地域で自分らしく過
ごすことが可能となる。 
【具体的な活動】 
・地域の医療・介護関係者による協議の開催 
・医療・介護関係機関の連携促進 
・在宅医療に関する人材育成や普及啓発 

情報共有・連携 

情報共有・連携 

情報共有・連携 
地域の診療所＇有床・無床（、薬局、 

訪問看護ステーション、等 

退院支援のサポート 

地域包括支援センター 

複合型サービス 
事業所等 

 
 

 
 

医療と介護の協働 

保健所 

情報共有・連携 

人材の育成・普及啓発 

病院＇急性期、亜急性期、回復期（ 

看護、介護サービス 

（22）在宅医療連携拠点事業（平成24年度まで） 
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1（多職種連携の課題に対する解決策の抽出 
  ・地域の在宅医療に関わる多職種＇病院関係者・介護従事者等も含む（が一堂に会する場を設定する＇年4回以上（。 

   そのうち一回は、各地域の行政担当官及び各関連施設の管理者が参加する会合を設定する。 
 

2（在宅医療従事者の負担軽減の支援 
  ・24時間対応の在宅医療提供体制の構築 

   －24時間対応が困難な診療所、保険薬局及び小規模ゆえ緊急時や夜間・休日対応の困難な訪問看護 

      ステーション等が在宅医療を提供する際、その負担を軽減するため、各々の機関の連携により、互い 

              に機能を補完する体制を構築する。 

      ・チーム医療を提供するための情報共有システムの整備 

   －異なる機関に所属する多職種が適宜、患者に関する情報を共有できる体制を構築する。 
 

3（効率的な医療提供のための多職種連携 
  ・連携拠点に配置された介護支援専門員の資格を持つ看護師等と医療ソーシャルワーカーが、地域の医療・福

祉・保健資源の機能等を把握し、地域包括支援センター等と連携しながら、様々な支援を包括的かつ継続的に
提供するよう関係機関に働きかけを行う。 

 

4（在宅医療に関する地域住民への普及啓発 
  ・在宅医療やそれに従事する職種の機能や役割を広く地域住民に紹介し、地域に浸透させるためのフォーラムや

講演会等の開催やパンフレットの発行を通して、在宅医療の普及を図る。 
 

5（在宅医療に従事する人材育成 
  ･連携拠点のスタッフは、多職種協働による人材育成事業の研修のいずれかに参加し、都道府県リーダーまたは

地域リーダーとして、在宅医療に関わる人材の育成に積極的に関与すること。 

（23）在宅医療連携拠点が行う事業 
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＇能登中部（ 

 ■あじさい会＇事務局：安田医院（  
    代  表  者：安田 紀久雄＇安田医院（       対象地域：七尾市、中能登町 
    連携機関：安田医院、公立能登総合病院、恵寿総合病院、なかお内科医院、かじ内科クリニック、藤田医院、グループホーム一青の家、 
          グループホームしあわせの家、なごみの里鹿島、中能登訪問看護ステーション、鹿寿苑、中能登町社会福祉協議会、 
           中能登町地域包括支援センター 

＇石川中央（ 

 ■いしかわ921在宅ネットワーク＇事務局：金沢赤十字病院（ 
    代  表  者：西村 元一＇金沢赤十字病院（    対象地域：金沢南部地域、野々市市＇一部（ 
   連携機関：金沢赤十字病院、北陸病院、さいとう内科医院、福島医院、喜多内科医院、てまり薬局、 
          野々市市地域包括センター、綿谷歯科医院、あんじん金沢、ケアパック石川、 
          訪問看護ステーション泉野、地域包括“いずみの”、ポーレポーレ四十万 他 
 

 ■りくつなケアネット金澤＇事務局：金沢西病院（ 
   代  表  者：洞庭 賢一＇県医師会（         対象地域：金沢駅西地区 
    連携機関：若狭豊(わかさ内科クリニック)、黒瀬亮太(金沢ホームケアクリニック)、竹田康男(竹田内科クリニック)、 
                              松本弘昭(金沢社会保険病院（、斉藤典才(城北病院)、菊地勤(金沢西病院)、 
                              古屋久美子(訪問看護ステーションよつ葉金沢)、岡田謙(米澤病院) 
 

 ■金沢元町在宅医療を考える会＇事務局：近藤クリニック（ 
   代  表  者：近藤 邦夫＇県医師会（         対象地区：金沢元町地区 
    連携機関：岡田博司(岡田内科クリニック)、越野慶隆(もりやま越野病院)、駒井清暢(医王病院)、芝延行(芝クリニック太陽丘) 
 

 ■白山麓・鶴来在宅医療連携協議会＇事務局：公立つるぎ病院（ 
   代  表  者：島田 敏實＇公立つるぎ病院（     対象地区：白山麓地域・鶴来地区 
    連携機関：公立つるぎ病院、新村病院、鶴来地区内診療所、白山鶴来訪問看護ステーション、 
          吉野谷診療所、河内うらた医院、白山診療所、白山ろく訪問看護ステーション、その他施設関係者各施設代表者 
 

（24）金沢市内の在宅医療連携グループ（在宅医療連携拠点） 
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（25）在宅医療連携拠点事業の実施により把握された課題 
■白山麓・鶴来在宅医療連携協議会＇事務局：公立つるぎ病院（ 
    代 表 者：島田 敏實＇公立つるぎ病院（ 
   対象地区：白山麓地域・鶴来地区 

〈連携に関する課題〉  

○鶴来地区サービス連携会議を発足したが、今後活動していく 

    ためには在宅に対する意識の普及啓発と、「顔の見える 

    関係」 の構築が必要である。  

 

○夜間、休日、出張等不在時など、一人医師体制では限界が 

    あり、診診連携、病診連携の推進とネットワークの構築が必 

    要である。＇医療機関同士の連携（  

 

○訪問看護ステーションの看護師が病院医師と連携をもちにく 

    く、通院患者の診療内容がわかりにくい。＇職種間の連携（  

 

〈情報共有に関する課題〉  

○病診連携のため、白山麓地域において紙ベースのカルテの 

    共有を開始したが、今後、全地域において電子カルテなど、 

    更新等が容易にできるシステムについて検討する必要があ  る。  

 

〈普及啓発に関する課題〉  

○「在宅終末期」のあり方に関して、地域の人や家族など社会 

    的理解を求めていく必要がある。  

 

○医療依存度が高い人で在宅を希望する人が増えているが、 

    ショートステイを受け入れる施設が尐なくなり、在宅医療に不 

    安を感じることで、在宅を諦める患者もいる。 

■金沢南在宅医療推進会議＇事務局：金沢赤十字病院（ 
  代 表 者：西村 元一＇金沢赤十字病院（ 
  対象地域：金沢南部地域、野々市市＇一部（ 

〈連携に関する課題〉 

○非医療職のケアマネージャーと医療職のコミュニケーション 

   が取りづらいなど、医療と介護の連携が不足している。 

 

○主治医との連携不足＇大病院、診療所それぞれ（など、医療 

   機関同士の連携が必要である。 

 

○医師と歯科医師など、医療職種間の連携体制の構築が必 

    要である。 

 

○在宅医療患者の病院への受け入れが、２４時間体制であれ 

   ばよい。 

 

〈情報共有に関する課題〉 

○情報共有ツールがなく、情報共有を行うシステムの構築が 

    必要である。 

 

〈普及啓発に関する課題〉 

○在宅医療への薬局の関わりがまだ尐ない。 

 

○口腔ケアが肺炎予防であることなど、知識啓発の不足 

 

○地域住民の方が、在宅医療について積極的に関与し、自己 

   決定できるよう支援が必要である。 
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１．事業の概要 

四日市市が、モデル事業に協力してもらえる医療機関を募り、協力医療機関が、在宅主治医から
の依頼により入院を受け入れ、必要な医療の提供を行った場合、受け入れを行った医療機関に対
して市から定額の補助＇入院１日当たり14,000円（を行うもの。 

 ※事業対象となる例：肺炎により発熱、食欲低下により全身状態悪化＇生命に関わる程ではない
が（、このままでは脱水症状、安静による運動機能低下等がおこり、在宅でのＱＯＬ＇生活の質（の
低下が予測される場合など。 

２．利用対象者 

  在宅主治医が入院治療＇急性期病院以外への入院（が必要と判断した四日市市内に住民票を
有する在宅患者 

３．対象医療機関 
  市内の一般病床を有する病院・診療所のうち、事業に協力する医療機関＇６か所（ 

４．利用期間  １回につき１４日間以内 

５．利用者の費用負担  通常の入院と同様 

６．事業開始  平成２５年８月１日 

 

 

 

（26）四日市市「在宅医療支援病床確保（モデル）事業」について 
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＇１（ 在宅主治医をカバーする副主治医選定ルールと病院によるバックアップ体制を 
   組み合わせた在宅医療システムの構築 
        ○医師会所属のコーディネーターが副主治医を選定 ○病診連携 
＇２（ 「顔の見える多職種連携会議」を設置し、地域包括支援センター単位での医療・介護連携を強化 
      ○顔の見える多職種連携カンファレンス開催   ○検討部会 
＇３（ 市民が自発的に在宅ケアを学ぶための普及啓発 
      ○在宅ケア出前講座  ○住民啓発ツール開発  ○市民集会開催 
＇４（ 医療・介護の多職種間で活用可能な坂井地区統一の患者記録様式の利用  
      ○坂井地区情報連携シート  ○ＩＴを活用した患者情報共有ツール 

介護保険者＇行政（が中心となる在宅ケア体制の構築 ＇医療・介護事業者、大学による（ 

       ① 介護保険者＇行政（が坂井地区医師会のノウハウを活用し、 
          医療も含めた在宅サービスをワンストップで調整 
       ② 坂井地区のすべての医療・介護事業者が参画 

  ◎『坂井地区在宅ケア将来モデル推進協議会』を立ち上げ事業を推進 
 

協議会メンバー 
  坂井地区の医師会・歯科医師会・薬剤師会の役員、 
  ネットワークさかい＇介護事業者団体（の役員、 
  東京大学、福井大学、 
  福井県、あわら市・坂井市、坂井地区広域連合 

在宅ケア体制構築に関わる機関数 １３４機関 
  在宅医療対応診療所：２６機関 病院：７機関 
  歯科診療所：１７機関 調剤薬局：５機関 
  訪問看護ステーション：７機関 訪問介護事業所：１７機関 
  居宅介護支援事業所：３０機関 
  介護保険施設：１９機関＇特養：１１ 老健：５ 介護療養型 
  医療施設：３（ 消防・救急機関：６機関 
坂井地区の在宅サービス利用者数 約３，５００人 

坂井地区における在宅ケア体制づくり 
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（27）福井県坂井地区広域連合の事例 



（28）坂井地区における在宅ケア体制のイメージ図 

坂井地区医師会 

急変時の受入れ、 
高度な治療・検査など 
在宅医療を後方支援 

【在宅医療の連携調整拠点】 
病院から在宅への移行、在宅機関 

相互の連携を総合的にサポート 

急性期・回復期病院 

地域包括支援センター 

【ワンストップ窓口】 
在宅ケアの総合相談対応 

調剤薬局 

栄養士会 

歯科診療所 

在宅診療所 

＇副主治医（ 

在宅診療所 

＇主治医（ 

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 

＇小規模事業所（ 

居宅介護支援事業所 

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 

＇大規模事業所（ 

事業所連携等により 

在宅ケア体制を強化 

介護老人保健施設等 

多職種の情報共有 

システムを構築 

顔の見える多職種連携 
カンファレンスなどにより、 

医療介護従事者 
相互の顔の見える 
関係づくりを強化 

地域単位での在宅ケア普及、 

患者・家族交流等を実施 

坂井地区の７病院 

専門職スタッフとの 

連携により在宅療養 

環境を向上 

坂井市・あわら市・広域連合 

介護保険事業計画において、 

包括ケア体制の整備方針を明記 

シュートステイの充実 
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（29）在宅ケア体制の構築と市民が受けるメリット（坂井地区広域連合） 

① 医師会と行政の連携 

② 医療機関と介護事業所の連携 

③ 診療所と病院の連携 

訪問診療できる医療機関を自
ら探すしかなく、入院治療を
選択する傾向 

市役所（地域包括支援セン
ター）と医師会（在宅ケア
ネット）の連携強化 

市役所へ行けば、介護と医療
のサービスを組み合わせて調
整してもらえ在宅医療を選択 

症状に変化があり医師に相談
したいが、訪問診療は月に１
～２回のペース 

医療・介護機関の多職種が情
報を共有しやすくするため、
患者情報共有システムを導入 

介護スタッフから医師に病状
の変化が伝わり、適時適切に
治療が受けられる 

地元の病院の受け入れが困難
な場合、距離を問わず基幹病
院が受け入れ先になる 

坂井地区内の7病院と訪問診療・
往診を担う診療所との協定締結
によりバックアップ体制を構築 

患者の希望に応じて地域の病
院受入が可能となり、病状急
変時もスムーズな対応が可能 
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（30）坂井地区における在宅ケア推進体制 

坂井地区在宅ケア将来モデル推進協議会 

  在宅ケア体制構築の推進方策について進捗管理・調整・指示を行う。  

顔の見える多職種連携会議 
 地域包括支援センター単位＇３か所（で、坂井地区在宅ケア将来モデルを支 
える医療・介護相互の連携強化を図るとともに、地域包括ケアの実現に向けた 
地域ごとの課題抽出・対応策を実行する。 
＇構成機関（ 
  坂井地区医師会、坂井地区歯科医師会、県薬剤師会坂井支部、県管理栄養士会、 
  ネットワークさかい、ケアマネＳＡＫＡＩ、社協、地域包括支援センター、あわら市、坂井市 

住民啓発実施チーム 

 地域の在宅ケア状況や市町単位の医療・介護データの分析にもとづく 

健康づくり活動の紹介、在宅ケアに関する不安の解消など、住民が在宅 

ケアについて自発的に学び・理解を深める普及啓発活動を推進する。 

事務局：福井県、坂井地区広域連合 

事務局：坂井地区広域連合  支援：坂井健康福祉センター 

事務局：あわら市・坂井市・坂井地区広域連合  支援：坂井健康福祉センター 
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（31）坂井地区における「顔の見える多職種連携会議」 

顔の見える多職種連携会議 
  

 ○地域の在宅医療に関わる多職種＇病院関係者・介護従事者等も含む（が一堂に会する場を設定 
    顔の見える多職種連携カンファレンス 
       第１回 平成24年12月2日＇日（ 
       第２回 平成25年2月24日＇日（ 
        ⇒「顔の見える関係」から「顔の向こうが側が見える関係」へ、さらに「顔を通り超えて信頼できる関係」へ 
 
 ○「医療・介護連携強化」「生活支援・住民協働」「災害時ケア体制」各検討部会を開催  

医療・介護連携強化検討部会 

 ○在宅ケアにおける連携体制の強化  

    ・坂井地区版訪問看護活用ハンドブック作成 

生活支援・住民協働検討部会 

 ○高齢者世帯への見守りを兼ねた先進的サービスの普及・拡大 

    ・地域ネットワークづくり、インフォーマルケアの活用 

災害時ケア体制検討部会 

 ○災害が発生した場合にも在宅療養中の方が安全・安心に生活が継続できる体制を検討 

    ・災害時在宅医療備品整備 衛星電話、緊急用人工蘇生機 、足踏み式吸引器など 
    ・亘理郡災害医療支援検証会議    
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総合相談支援業務 

主任ケア 
マネジャー

等 介護予防 

ケアマネジメント業務 

保健師等 

社会福祉士等 

行政機関、保健所、医療 

機関、児童相談所など 

必要なサービスにつなぐ 

多面的（制度横断的）支援
の展開 

介護サービス 

成年後見制度 

地域権利擁護 

医療サービス 

ヘルスサービス 

虐待防止 

ボランティア 

民生委員 

介護相談員 

チームアプローチ 

権利擁護業務 

包括的・継続的ケアマ 

ネジメント支援業務 

・「地域ケア会議」等を通じた自立
支援型ケアマネジメントの支援 

・ケアマネジャーへの日常的個別指
導・相談 

・支援困難事例等への指導・助言 

住民の各種相談を幅広く受け付け
て、制度横断的な支援を実施 

     ：包括的支援事業＇地域支援事業の一部（ 
 
     ：介護予防支援＇保険給付の対象（ 

介護予防支援 

要支援者に対するケアプラン作成 
 

※ケアマネ事業所への委託が可能 

二次予防事業対象者（旧特定高
齢者）に対する介護予防ケアプ
ランの作成など 

・成年後見制度の活用促進、 
高齢者虐待への対応など 

○ 地域包括支援センターは、総合相談、成年後見制度の活用促進などの権利擁護、介護支援専門員への指導・ 
 助言などの包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護予防支援などの業務を担っており、全国に4,328か所
（金沢市19か所）存在している。（H24年4月末） 
○ 平成24年度から、包括的・継続的ケアマネジメント支援の充実のため、個別事例の検討を行う「地域ケア 
 会議」を通知に位置づけ、保健医療等の多職種協働によるケアマネジメント支援等を行っている。 
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（32）地域包括支援センターについて 



 

 
 

○地域包括支援センターが開催 
○個別ケース（困難事例等）の支援内容を通じた 

 ①地域支援ネットワークの構築 
 ②高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援 
 ③地域課題の把握 
 などを行う。 

○地域ケア会議は、 
・多職種の第三者による専門的視点を交えて、ケアマネジメントの質の向上を図り、 
・また、個別ケースの課題分析等の積み重ねにより、地域課題を把握し、 
・地域に必要な資源開発や地域づくり、さらには介護保険事業計画への反映などの政策形成につなげる、 

 地域包括ケアシステムの実現に向けたツール。 
○個別ケースを検討する「地域ケア個別会議」は、市町村内の圏域単位での地域包括支援センターが開催。 
 一方、地域づくりや政策形成等につなげる「地域ケア推進会議」は市町村レベルで開催。 
○平成24年度から本格的に推進を開始。 
○平成24年６月現在、1,202保険者で実施されているが、その主催者、会議の内容、参加者等は様々であり、個別ケースの検
討を基本としている会議は多くない現状にある。 

地域づくり・資源開発 

政策形成 
介護保険事業計画等への位置づけなど 

地域課題の把握 

個別の 
ケアマネジメン
ト 

≪主な構成員≫ 
自治体職員、包括職員、ケアマネ
ジャー、介護事業者、民生委員、
OT、PT、ST、医師、歯科医師、
薬剤師、看護師、管理栄養士、歯科
衛生士その他必要に応じて参加 
 
※直接サービス提供に当たらない専
門職種も参加 

 

地域包括支援センター＇※（レベルでの会議 
＇地域ケア個別会議（ 

市町村レベルの会議（地域ケア推進会議） 

事例提供 

 支 援 

サービス 
担当者会議 
（全ての
ケースにつ
いて、多職
種協働によ
り適切なケ
アプランを
検討） 

※地域包括支援センターの箇所数：4,224ヶ所＇センター・ブランチ・サブセンター合計7,173ヶ所（ 

（33）「地域ケア会議」について 
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※地域ケア会議の参加者や規模は、検討内容によって異なる。 

                   

個別課題 
解決機能 

地域課題 
発見機能 

ネットワーク 
構築機能 

地域づくり・ 
資源開発 
機能 

政策 
形成 
機能 

■自立支援に資するケアマネジメントの支援 
■支援困難事例等に関する相談・助言 
※自立支援に資するケアマネジメントとサービス提供 
   の最適な手法を蓄積 
※参加者の資質向上と関係職種の連携促進  
   →サービス担当者会議の充実 

■潜在ニーズの顕在化 
 ・サービス資源に関する課題 
 ・ケア提供者の質に関する課題 
 ・利用者、住民等の課題 等 
■顕在ニーズ相互の関連づけ 

■地域包括支援ネットワークの構築 
■自立支援に資するケアマネジメント 
  の普及と関係者の共通認識 
■住民との情報共有 
■課題の優先度の判断 
■連携・協働の準備と調整 

 
               

   市町村・地域全体で開催 

日常生活圏域ごとに開催 

個別事例ごとに開催 

個別ケースの検討 地域課題の検討 

個別事例の課題解決を 
蓄積することにより、 

地域課題が明らかになり、
普遍化に役立つ 

地域の関係者の連携を強化するとともに、 
住民ニーズとケア資源の現状を共有し、 
市町村レベルの対策を協議する 

検討結果が個別支援に 
フィードバックされる 

市町村レベルの検討が円滑に進む 
よう、圏域内の課題を整理する 

自助・互助・共助・
公助を組み合わせ
た地域のケア体制
を整備 

 
地域包括 

ケアシステムの
実現による 

地域住民の 
安心・安全と 
ＱＯＬ向上 

 
 

機
能 

 
 

 
 

 

具
体
的
内
容 

 
 

 

規
模
・範
囲
・構
造 

■有効な課題解決方法の確立と普遍化 
■関係機関の役割分担 
■社会資源の調整 
■新たな資源開発の検討、地域づくり 

■需要に見合ったサービスの基盤整備 
■事業化、施策化 
■介護保険事業計画等への位置づけ 
■国・都道府県への提案 

（34）「地域ケア会議」の機能について 
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管轄   センター名 電話番号 主任ケアマネ 保健師等 社会福祉士 ケアマネ 人数 所在地 
担当地域（地区民生委員 
児童委員協議会担当地域） 

委託法人名 

元 
 
町 

1 きしかわ ２５７－７８７８ １ １ １ １ 4 岸川町ほ５ 森本 社会福祉法人 北伸福祉会 

2 ふくひさ ２５７－１３２３ １ １ １ １ 4 福久町ワ１－１ 千坂、小坂 医療法人社団 福久会 

3 かすが ２５３－４１６５ １ １ １ １ 4 鳴和１－１－１０ 浅野、森山、夕日寺 医療法人社団 仁智会 

4 おおてまち ２６３－５５１７ １ １ １ ２ 5 大手町９－１ 松ヶ枝、此花、瓢箪、馬場 医療法人社団 博仁会 

5 さくらまち ２２２－５７２２ １ １ １ １ 4 桜町２４－３０ 材木、味噌蔵 医療法人社団 金沢 

6 たがみ ２３１－８０２５ １ １ １ １ 4 田上本町カ４５－１ 犀川、湯涌、浅川 医療法人 十全会 

  
たがみブランチ 第二金沢朱鷺の
苑 

２２９－３７３７       １   上辰巳町１０字２１１－１   社会福祉法人 北伸福祉会 

駅 
 
西 

7 もろえ ２９３－５０８４ １ １ １ １ 4 沖町ハ１５ 諸江、浅野川、川北 社団法人 全国社会保険協会連合会 

8 くらつき ２３７－８０６３ １ １ １ １ 4 鞍月東１－８－２ 鞍月、粟崎、大野、金石 医療法人社団 映寿会 

9 えきにしほんまち ２３３－１８７３ １ １ １ １ 4 駅西本町６－１５－４１ 戸板、大徳 医療法人社団 博友会 

10 ひろおか ２３４－２１２９ １ １ １ １ 4 広岡２－１－７ 長町、長土塀、芳斉、長田、西 社会福祉法人 北伸福祉会 

11 かみあらや ２６９－０８５０ １ １ １ １ 4 上荒屋１－３９ 押野、西南部、三和 社会福祉法人 やすらぎ福祉会 

12 きたづか ２４０－４６０４ １ １ １ １ 4 北塚町西４４０ 米丸、二塚、安原 社会福祉法人 北伸福祉会 

泉 
 
野 

13 とびうめ ２３１－３３７７ １ １ ２ １ 5 飛梅町２－１ 新竪、小立野 社会医療法人財団 松原愛育会 

14 みつくちしんまち ２６３－７１６３ ２ １ ２ ２ 7 三口新町１－８－１ 十一屋、内川、菊川、崎浦 社会福祉法人 陽風園 

  
みつくちしんまちブランチ 第三万陽
苑 

２８０－６７８５     １     三小牛町２４字３－１   社会福祉法人 陽風園 

15 ながさか ２８０－５１１１ １ １ １ １ 4 泉野出町１－２２－２６ 泉野、長坂台 医療法人 積仁会 

16 いずみの ２５９－０５２２ １ １ ２ ２ 6 泉野町６－１５－５ 野町、中村、弥生、新神田 公益財団法人 金沢市福祉サービス公社 

17 ありまつ ２４２－５５１０ １ １ １ １ 4 有松５－２－２４ 三馬、米泉 医療法人社団 中央会  

18 やましな ２４１－８１６５ １ ２ １ ２ 6 山科町午４０－１ 富樫、伏見台 社会福祉法人 洋裕会 

19 まがえ ２９８－６９６４ １ １ １ １ 4 馬替２－１２４－１ 額、扇台、四十万 特定医療法人 扇翔会 
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（35）金沢市地域包括支援センターの一覧 



（36）介護保険サービス指定基準条例 独自基準条文 

○多職種連携の担い手となる人材の育成（研修） 

 
（勤務体制の確保等） 

第30条 （略） 
２ (略) 
３ 指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修
の機会を確保しなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は、前項の研修には次に掲げる事項を含めるもの
とする。 
(1)※法第５条第３項に規定する施策の包括的な推進に資するための、本市、
保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者、地域住民等の活動に関
する知識及びこれらの者との連携に関する事項 

  
※ 介護保険法第５条第３項 
「国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立し
た日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施
策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並び
に地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な
連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。」  

【金沢市介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の入所定員、人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
＇平成24年金沢市条例第50号（】 
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ハートネットホスピタルとは（平成25年９月運用開始） 
・病院とクリニック、医師とコメディカル＇訪問看護、居宅介護事業所、薬局等（がスムーズに連携するための情報共有
システムであり、施設間で患者の情報を共有することで、質の高い医療及び介護を提供することを目的としている。 

システムについて 
・株式会社エスイーシーが提供する「ＩＤ－Ｌｉｎｋ」＇パッケージソフト（を使用 

・このシステムは、全国でも地方の中核病院を中心として、50程度の導入事例があり、金沢大学附属病院においても
「たまひめネット」として導入されている。 

・ＵＲＬは、公開しない。また、ログインには電子証明が必要である。 

利用施設のメリット 
・患者を中心にして、連携している医療従事者が分かり、訪問日の違う職種がどのような行為を行ったかをリアルタイ
ムに共有できる。 

・過去のデータを時系列に並べて、分かりやすく参照できる。 

・外出先等でも情報を参照できる。 

患者のメリット 
・患者からは、このシステムによる情報共有の同意をとることが前提である。 

・このシステムを利用することで、病院とクリニックの連携、かかりつけ医と看護師、ケアマネジャー等の連携がスム
ーズになり、質の高い医療及び介護を受けることができる。 

・救急搬送された際には、搬送先で情報を閲覧してもらえる場合がある。 

システムへの参加資格等 
・病院、診療所以外の職種については、医師から情報を共有する対象と認められないと情報共有はできない。そのた
め、ケアマネジャーの単独参加はできない。 

・記入する情報をどこまで書き込むかは、担当ドクターの判断となり、統一的なフォーマットのようなものはない。 

  

 

（37）金沢市医師会地域医療連携システム（ハートネットホスピタル） 
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（38）介護サービス情報公表制度について 



（39）介護サービス情報公表システムについて 

http://www.kaigokensaku.jp/17/ 

 介護サービス情報公表制度は、介護サービスを利用しようとしている方が事業所選択を支援することを目的として、
日本全国の約１７万か所の「介護サービス事業所」の情報を、都道府県がインターネット等により公表する制度。  
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（40）医療機能情報提供制度（医療情報ネット）について(H19.4～) 
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（41）薬局機能情報提供制度について(H19.4～) 



（42）石川県医療・薬局機能情報提供システムについて 

http://i-search.pref.ishikawa.jp/ 

 石川県では、病院、診療所、助産所及び薬局が有する機能に関する情報について、検索機能を有するインターネット
システムで公表することにより、住民や患者による病院等の選択を支援している。 
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（43）金沢市介護サービス事業者一覧について 

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/23025/list/index.html 

 金沢市では、サービス別に介護サービス事業者名や所在地等を記載した「介護サービス事業者情報」を作成し、イ
ンターネットシステムで公表＇窓口で紙媒体を配布（することにより、サービス利用者の事業者選択を支援している。 
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